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第 1102 条 用語の定義 
共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる｡ 

1． 「発注者」とは、契約担当者をいう。 

2． 「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社

その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

3． 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指

示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第 8条第 1項に規定する者である。 

4． 「検査員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 30条

第 2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

5． 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 9条

第 1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

6． 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第１項

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

7． 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。

8． 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する

者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 

9． 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

10. 「契約書」とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。 

11．「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答

書をいう。 

12．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸

基準を含む。）を総称していう。 

13．「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

14．「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な

事項を定める図書をいう。 

15．「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。

16．「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等

の契約条件を説明するための書類をいう。 

17．「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回

答する書面をいう。 

18．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図

面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

19．「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させることをいう。 

20．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をも

って行為、あるいは同意を求めることをいう。 

21．「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員

に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

22．「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をも

って知らせることをいう。 

23．「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもっ

て同意を求めることをいう。  

第 1102 条 用語の定義 
共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる｡ 

1． 「発注者」とは、契約担当者をいう。 

2． 「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社

その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

3． 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指

示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第 8条第 1項に規定する者である。 

4． 「検査員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 30 条

第 2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

5． 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 9条

第 1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

6． 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第１項

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

7． 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。

8． 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する

者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 

9． 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

10. 「契約書」とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。 

11．「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答

書をいう。 

12．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸

基準を含む。）を総称していう。 

13．「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

14．「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な

事項を定める図書をいう。  

15．「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。

16．「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等

の契約条件を説明するための書類をいう。 

17．「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回

答する書面をいう。 

18．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図

面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

19．「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させることをいう。 

20．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をも

って行為、あるいは同意を求めることをいう。 

21．「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員

に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

22．「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をも

って知らせることをいう。 

23．「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもっ

て同意を求めることをいう。  
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24．「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項につ

いて、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

25．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

26．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

27．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等

の立場で合議することをいう。 

28．「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の

資料を説明し、差し出すことをいう。 

29．「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し､署名又は捺印したもの

を有効とする。 

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後

日有効な書面と差し換えるものとする。 

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 

30．「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了を確認することをいう。 

31．「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談

により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

32．「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場

合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

33．「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

34．「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをい

う。 

35. 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が請負者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。 
36. 「受理」とは、契約図書に基づき、請負者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24．「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項につ

いて、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

25．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

26．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

27．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等

の立場で合議することをいう。 

28．「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の

資料を説明し、差し出すことをいう。 

29．「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し､署名又は捺印したもの

を有効とする。 

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後

日有効な書面と差し換えるものとする。 

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 

30．「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了を確認することをいう。 

31．「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談

により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

32．「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場

合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

33．「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

34．「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをい

う。 

35. 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。 
36. 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1107 条 管理技術者 
1． 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

2． 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 

3． 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシ

ビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者であり、日本語

に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

4． 管理技術者に委任できる権限は契約書第 9条第 2項に規定した事項とする。ただし、受注者

が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理

技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除

く）を有するものとされ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものと

する。 

5． 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に

協力し、業務を実施しなければならない。 

6． 管理技術者は、第 1108 条第４項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1107 条 管理技術者 
1． 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

2． 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 

3． 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシ

ビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者であり、日本語

に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

4． 管理技術者に委任できる権限は契約書第 9条第 2項に規定した事項とする。ただし、受注者

が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理

技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除

く）を有するものとされ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものと

する。 

5． 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に

協力し、業務を実施しなければならない。 

6． 管理技術者は、第 1108 条第５項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 
1． 発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め

発注者に通知するものとする。 

2． 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する

部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはＲＣＣＭの資格保有者であり、特

記仕様書に定める業務経験を有しなければならない。 

3． 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければな

らない。 

4． 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行

うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わな

ければならない。 

5． 照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎に照査結果を照査報告書としてとりまとめ、

照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体

の照査報告書としてとりまとめるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 
1． 発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め

発注者に通知するものとする。 

2． 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する

部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはＲＣＣＭ(業務に該当する登録技術

部門)の資格保有者でなければならない。 

3． 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければな

らない。 

4． 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行

うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わな

ければならない。 

5． 照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎に照査結果を照査報告書としてとりまとめ、

照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体

の照査報告書としてとりまとめるものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1110 条 提出書類 
1． 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に

遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請

求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びそ

の他現場説明の際に指定した書類を除く。 

2． 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定

め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ

ならない。 

3． 受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 500 万円以上の業務について、業務実績

情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のため

の確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登

録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は

業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたう

えで、登録機関に登録申請しなければならない。 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロ－ドし、直ちに監督

員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き

10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1110 条 提出書類 
1． 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に

遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請

求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びそ

の他現場説明の際に指定した書類を除く。 

2． 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定

め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ

ならない。 

3． 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 500 万円以上の業務について、業務実績

情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のため

の確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、

閉庁日)を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内

に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、

登録機関に登録申請しなければならない。 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロ－ドし、直ちに監督

員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない

場合は、変更時の提出を省略できるものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1130 条 守秘義務 
1． 受注者は、契約書第 1条第 5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。 

2． 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む｡）を他人に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得

たときはこの限りではない。  

3． 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書の業

務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しては

ならない。 

4． 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の

終了後においても他社に漏らしてはならない。 

5． 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の

許可なく複製しないこと。 

6． 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的

外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとす

る。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 112930 条 守秘義務 
1． 受注者は、契約書第 1条第 5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。 

2． 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む｡）を他人に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得

たときはこの限りではない。  

3． 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書の業

務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しては

ならない。 

4． 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の

終了後においても他社に漏らしてはならない。 

5． 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該

業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等し

ないこと。 

6． 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、

発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的

外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとす

る。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

1． 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変

更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

2． 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の

休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければ

ならない。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

1． 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変

更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

2． 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、閉庁日又

は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化 

１．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなけ

ればならない。 
２．受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければなら

ない。 

 （関係法令の遵守） 

   行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示す 

る事項を遵守するものとする。 

 （行政情報の目的外使用の禁止） 

  受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以 

外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び 

派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」と 

いう。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものと 

する。 

３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先 

業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

  受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て 

複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施 

途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとす 

る。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」 

という。）を選任及び配置するものとする。 

２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保） 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならな 

い。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送  
 

第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化 

１．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなけ

ればならない。 
２．受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければなら

ない。 

 （関係法令の遵守） 

   行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示す 

る事項を遵守するものとする。 

 （行政情報の目的外使用の禁止） 

  受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以 

外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び 

派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」と 

いう。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものと 

する。 

３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先 

業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

  受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て 

複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施 

途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとす 

る。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」 

という。）を選任及び配置するものとする。 

２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保） 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならな 

い。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

（事故の発生時の措置） 

１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情 

報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置 

をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認 

を行う場合がある。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故の発生時の措置） 

１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情 

報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置 

をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認 

を行う場合がある。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1137 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

1． 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。ま

た、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこ

と。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

2． 1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した

書面により発注者に報告すること。 

3． 1.及び 2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

4． 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

発注者と協議しなければならない。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

第 1209 条 設計業務の条件 
1． 受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準

等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。また、受注者は、

これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示

または承諾を受けなければならない。 

2． 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める貸与資料等及び

設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目

を整理し、監督員の承諾を得るものとする。 

3． 受注者は、本条 2項において、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対

象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。 

4． 受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる

場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。

5． 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承諾を得る

ものとする。 

6． 設計に採用する材料、製品は原則として JIS、JAS の規格品及びこれと同等品以上とするもの

とする。 

7． 設計において、土木構造物標準設計図集建設省(国土交通省)に集録されている構造物につい

ては、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものと

する。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 

8． 受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明

記するものとする。 

9． 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設

計を行うものとする。 

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 

10．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員と

協議するものとする。 

11．受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において、一層のコスト縮減

の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された 1ケースについてコスト縮減の

観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提

案を行うものとする。 

この提案は、概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意

事項等(コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施

する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を

行う必要はない。 

12．受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較

案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、

「推奨技術」「準推奨技術」「設計比較対象技術」「少実績優良技術」「活用促進技術」等有

用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。 

  また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)

等を利用し、「推奨技術」「準推奨技術」「設計比較対象技術」「少実績優良技術」「活用促

進技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、

採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。  
 

 

第 1209 条 設計業務の条件 
1． 受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準

等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。また、受注者は、

これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示

または承諾を受けなければならない。 

2． 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める貸与資料等及び

設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目

を整理し、監督員の承諾を得るものとする。 

3． 受注者は、本条 2項において、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対

象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。 

4． 受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる

場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。

5． 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承諾を得る

ものとする。 

6． 設計に採用する材料、製品は原則として JIS、JAS の規格品及びこれと同等品以上とするもの

とする。 

7． 設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物につ

いては、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するもの

とする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。

8． 受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明

記するものとする。 

9． 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設

計を行うものとする。 

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 

10．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員と

協議するものとする。 

11．受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において、一層のコスト縮減

の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された 1ケースについてコスト縮減の

観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提

案を行うものとする。 

この提案は、概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意

事項等(コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施

する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を

行う必要はない。 

12．受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較

案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、

有用な新技術・新工法を積極的に活用、及び、新技術活用システム検討会議において一般化し

たと定めた新技術・新工法を活用するための検討を行うものとする。 

  また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)

等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用、及び、新技術活用システム検討会議にお

いて一般化したと定めた新技術・新工法を活用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、

採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。  
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第３章 砂防構造物設計 
 

第 1節 砂防構造物設計 

第 3301 条 砂防構造物設計の種類 

砂防構造物設計の種類は、以下のとおりとする。 

(1) 砂防えん堤及び床固工の設計 

(2) 渓流保全工（流路工）の設計 

(3) 土石流対策工及び流木対策工の設計 

(4) 護岸工の設計 

(5) 山腹工の設計 

 

第 2 節 砂防えん堤及び床固工の設計 

第 3302 条 砂防えん堤及び床固工設計の区分 

砂防えん堤及び床固工の設計は、次の区分により行うものとする。 

(1) 予備設計 

(2) 詳細設計 

 

第 3303 条 砂防えん堤及び床固工予備設計 

1． 業務目的 

砂防えん堤及び床固工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査

資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環

境について技術的な検討を加え、最適な砂防えん堤・床固工の基本諸元を決定することを目

的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質

周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するもの

とする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を

明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

(3) 基本事項検討 

受注者は、砂防えん堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必要

な基本事項の検討を行うものとする。 

1） 地質条件検討 

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の検討整理を行う。 

2） 設計条件検討 

計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。 

3） 環境条件検討  
 

 

第３章 砂防構造物設計 
 

第 1節 砂防構造物設計 

第 3301 条 砂防構造物設計の種類 

砂防構造物設計の種類は、以下のとおりとする。 

(1) 砂防堰堤及び床固工の設計 

(2) 渓流保全工（流路工）の設計 

(3) 土石流対策工及び流木対策工の設計 

(4) 護岸工の設計 

(5) 山腹工の設計 

 

第 2 節 砂防堰堤及び床固工の設計 

第 3302 条 砂防堰堤及び床固工設計の区分 

砂防堰堤及び床固工の設計は、次の区分により行うものとする。 

(1) 予備設計 

(2) 詳細設計 

 

第 3303 条 砂防堰堤及び床固工予備設計 

1． 業務目的 

砂防堰堤及び床固工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査資

料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境

について技術的な検討を加え、最適な砂防堰堤・床固工の基本諸元を決定することを目的と

する。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質

周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するもの

とする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を

明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

(3) 基本事項検討 

受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必要な

基本事項の検討を行うものとする。 

1） 地質条件検討 

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の検討整理を行う。 

2） 設計条件検討 

計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。 

3） 環境条件検討  
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環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎資料とする。 

(4) 配置設計 

受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性経済性、維持管

理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を３案立案するものとする

1） 砂防えん堤・床固工形式の選定 

砂防計画、砂防えん堤・床固工計画地点の工学的条件、施工条件に基づき、諸基準と

の適合性を考慮して選定する。 

2） 比較案作成 

選定された砂防えん堤・床固工形式を適用して、3案のえん堤位置・規模・効果量につ

いて、ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。 

(5) 施設設計検討 

受注者は、配置設計で立案された 3案について、以下の施設設計を行うものとする。 

1） 本体工設計 

配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を

行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。 

2） 基礎工検討 

砂防えん堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について

検討し、その対策について工法を選定する。えん堤高が高く、長期的な湛水が考えられ

るような場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについ

て検討を行う。 

3） 景観検討 

自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

(6) 概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 1211 条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を

算定するものとする。 

(7) 最適案の選定 

受注者は、比較 3 案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等に

ついて得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定

するものとする。 

(8) 施工計画検討 

受注者は、配置設計で決定された最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略

の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。 

(9) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 基本条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。 

2） 配置計画条件および現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と

手順を確認する。 

3） 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。 

(10)総合検討  
 

 

環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎資料とする。 

(4) 配置設計 

受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性経済性、維持管

理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を３案立案するものとする

1） 砂防堰堤・床固工形式の選定 

砂防計画、砂防堰堤・床固工計画地点の工学的条件、施工条件に基づき、諸基準との

適合性を考慮して選定する。 

2） 比較案作成 

選定された砂防堰堤・床固工形式を適用して、3案の堰堤位置・規模・効果量について

ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。 

(5) 施設設計検討 

受注者は、配置設計で立案された 3案について、以下の施設設計を行うものとする。 

1） 本体工設計 

配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を

行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。 

2） 基礎工検討 

砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検

討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるよ

うな場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについて検

討を行う。 

3） 景観検討 

自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

(6) 概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 1211 条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を

算定するものとする。 

(7) 最適案の選定 

受注者は、比較 3 案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等に

ついて得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定

するものとする。 

(8) 施工計画検討 

受注者は、配置設計で決定された最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略

の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。 

(9) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 基本条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。 

2） 配置計画条件および現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と

手順を確認する。 

3） 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。 

(10)総合検討  
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受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計について総合的な検討を行い、

詳細設計において解決すべき課題、留意事項を整理するものとする。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/1,000～1/5,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/100～1/200，横 1/1,000～1/5,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 計画地点周辺の地質文献資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料 

 

第 3304 条 砂防えん堤及び床固工詳細設計 

1． 業務目的 

砂防えん堤及び床固工の詳細設計業務は、予備設計で検討された砂防えん堤・床固工の基本

諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料

等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を

予定するための資料を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、河床材料の

粒径、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事用道路、

施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 

(3) 基本事項決定 

受注者は、砂防えん堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、詳細設計に必

要な基本事項の決定を行うものとする。 

1） 地質条件 

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層の地質条件の確認、整理を行う。 

2） 設計条件  
 

 

受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計について総合的な検討を行い、

詳細設計において解決すべき課題、留意事項を整理するものとする。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/1,000～1/5,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/100～1/200，横 1/1,000～1/5,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 計画地点周辺の地質文献資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料 

 

第 3304 条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

1． 業務目的 

砂防堰堤及び床固工の詳細設計業務は、予備設計で検討された砂防堰堤・床固工の基本諸元

により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を

確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定

するための資料を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、河床材料の

粒径、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事用道路、

施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 

(3) 基本事項決定 

受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、詳細設計に必要

な基本事項の決定を行うものとする。 

1） 地質条件 

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層の地質条件の確認、整理を行う。 

2） 設計条件  
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計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計条件を決定する。 

3） 環境条件 

環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料とする。 

(4) 施設設計 

1） 本体工設計 

受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく

施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、以下のとおりとする

① 本えん堤 

② 副えん堤 

③ 水叩き 

④ 側壁護岸 

⑤ 床固工 

⑥ 魚道工 

2） 基礎工設計 

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要

な場合は、その対策工について設計を行う。えん堤が高く、長期的に湛水することが考

えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換

工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 

3） 景観設計 

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1） 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路

及びコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。なお、施工計画書に

は、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものと

する。 

2） 仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路の転流

工の概略設計を行うものとする。 

(6) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成す

るものとする。 

(7) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 設計条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。 

2） 設計条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階で、設計基本条件の運用と

手順を確認する。 

3） 詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥

当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。  
 

 

計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計条件を決定する。 

3） 環境条件 

環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料とする。 

(4) 施設設計 

1） 本体工設計 

受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく

施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、以下のとおりとする

① 本堰堤 

② 副堰堤 

③ 水叩き 

④ 側壁護岸 

⑤ 床固工 

⑥ 魚道工 

2） 基礎工設計 

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要

な場合は、その対策工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水することが考え

られる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換工

等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 

3） 景観設計 

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1） 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路

及びコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。なお、施工計画書に

は、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものと

する。 

2） 仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路の転流

工の概略設計を行うものとする。 

(6) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成す

るものとする。 

(7) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 設計条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。 

2） 設計条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階で、設計基本条件の運用と

手順を確認する。 

3） 詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥

当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。  
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(8) 総合検討 

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

(9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

4） 砂防えん堤・床固工予備設計資料 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/200～1/1,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/200，横 1/1,000） 

3） 堆砂地横断図（縮尺 1/100～1/200） 

4） 主・副えん堤縦断図（縮尺 1/100～1/200） 

5） 主・副えん堤横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 施設計画地点付近の地質調査資料 

2） 施設計画地点のボーリング調査資料 

3） 主・副えん堤軸地質断面図 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 総合検討 

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

(9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

4） 砂防堰堤・床固工予備設計資料 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/200～1/1,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/200，横 1/1,000） 

3） 堆砂地横断図（縮尺 1/100～1/200） 

4） 主・副堰堤縦断図（縮尺 1/100～1/200） 

5） 主・副堰堤横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 施設計画地点付近の地質調査資料 

2） 施設計画地点のボーリング調査資料 

3） 主・副堰堤軸地質断面図 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料  
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第 3307 条 渓流保全工詳細設計 

1． 業務目的 

渓流保全工の詳細設計業務は、予備設計で検討された渓流保全工の基本諸元により、設計図

書に基づく設計条件を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理

的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質

周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、詳細設計に必要な現地状況を把握するも

のとする。 

(3) 基本事項決定 

受注者は、予備設計等の貸与資料と設計図書に指示された事項に基づき、配置設計、流

下断面、床固工・帯工の基本構造、及び環境条件に関する基本事項を決定するものとする

(4) 施設設計 

受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき詳細設計を行うもの

とする。 

1） 施設設計の範囲 

渓流保全工の設計範囲は、床固工、帯工、護岸工、水制工、渓床保護工、渓畔林及び

管理用道路とし、それらの詳細設計に必要な設計計算を行い、設計図を作成する。 

2） 付属施設設計 

排水工、取水工及び支川の取付工の設計を行う。 

3） 景観設計 

自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う。 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

受注者は、施工計画及び仮設構造物設計について、第 3304 条第 2 項(5)に準ずるものと

する。 

(6) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成す

るものとする。 

(7) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

なお、照査項目は第 3304 条砂防堰堤及び床固工詳細設計第 2項の(7)に準ずるものとす

る。 

(8) 総合検討 

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

(9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3307 条 渓流保全工詳細設計 

1． 業務目的 

渓流保全工の詳細設計業務は、予備設計で検討された渓流保全工の基本諸元により、設計図

書に基づく設計条件を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理 

的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの 

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、周

辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、詳細設計に必要な現地状況を把握するも 

のとする。 

(3) 基本事項決定 

受注者は、予備設計等の貸与資料と設計図書に指示された事項に基づき、配置設計、流 

下断面、床固工・帯工の基本構造、及び環境条件に関する基本事項を決定するものとする。

(4) 施設設計 

受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき詳細設計を行うもの 

とする。 

1） 施設設計の範囲 

渓流保全工の設計範囲は、床固工、帯工、護岸工、水制工、渓床保護工、渓畔林及び 

管理用道路とし、それらの詳細設計に必要な設計計算を行い、設計図を作成する。 

2） 付属施設設計 

排水工、取水工及び支川の取付工の設計を行う。 

3） 景観設計 

自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う。 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

受注者は、施工計画及び仮設構造物設計について、第 3304 条第 2 項(5)に準ずるものと 

する。 

(6) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成す 

るものとする。 

(7) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施 

に基づき照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

なお、照査項目は第 3304 条砂防えん堤及び床固工詳細設計第 2 項の(7)に準ずるものと 

する。 

(8) 総合検討 

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

(9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの 

とする。 
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3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

4） 渓流保全工予備設計資料 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/200～1/1,000） 

2） 河川縦断図（縮尺縦 1/200～横 1/1,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 施設計画地点付近の地質調査資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元等 

4） 渓流保全工予備設計資料 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/200～1/1,000） 

2） 河川縦断図（縮尺縦 1/200～横 1/1,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 施設計画地点付近の地質調査資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料   
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第 3311 条 流木対策工予備設計 

1． 業務目的 

流木対策工の予備設計業務は設計図書に基づく設計条件、地形図、地質資料、現地調査結果

及び技術文献を確認し、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、流木対策工

の基本諸元を決定することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、河床材料の

粒径、地形、地質、周辺構造物、保全対象との位置関係及び周辺の土地利用等を確認し予

備設計に必要な現地状況を把握するものとする。 

(3) 基本事項検討 

受注者は、既存資料及び現地踏査結果及び渓流の流木対策計画を基に、山腹斜面崩壊や

土石流の発生・流下に伴い発生する計画流木量を処理する方法（透過型砂防えん堤、流木

止め工等）を検討するものとする。 

(4) 配置計画 

受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性、経済性、維持

管理の難易、環境ならびに設置位置（独立に設置、本えん堤又は副えん堤に設置）を考慮

して構造、材料、高さ等を変えた配置案を３案立案するものとする。 

(5) 施設設計検討 

1） 施設設計の範囲 

設計範囲は、流木発生抑制施設、流木捕捉施設とする。 

2） 基本図面作成 

受注者は、３案の配置設計に基づいて、標準構造図を作成するものとする。 

3） 数量算出 

受注者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うものとする。 

4） 景観検討 

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

(6) 概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 1211 条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を

算定するものとする。 

(7) 最適案の選定 

受注者は、比較 3 案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等に

ついて得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定

するものとする。 

(8) 施工計画検討 

受注者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を 

作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。  
 

 

 

第 3311 条 流木対策工予備設計 

1． 業務目的 

流木対策工の予備設計業務は設計図書に基づく設計条件、地形図、地質資料、現地調査結果

及び技術文献を確認し、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、流木対策工

の基本諸元を決定することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第

1112 条業務計画書第 2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、河床材料の

粒径、地形、地質、周辺構造物、保全対象との位置関係及び周辺の土地利用等を確認し予

備設計に必要な現地状況を把握するものとする。 

(3) 基本事項検討 

受注者は、既存資料及び現地踏査結果及び渓流の流木対策計画を基に、山腹斜面崩壊や

土石流の発生・流下に伴い発生する計画流木量を処理する方法（透過型砂防堰堤、流木止

め工等）を検討するものとする。 

(4) 配置計画 

受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性、経済性、維持

管理の難易、環境ならびに設置位置（独立に設置、本堰堤又は副堰堤に設置）を考慮して

構造、材料、高さ等を変えた配置案を３案立案するものとする。 

(5) 施設設計検討 

1） 施設設計の範囲 

設計範囲は、流木発生抑制施設、流木捕捉施設とする。 

2） 基本図面作成 

受注者は、３案の配置設計に基づいて、標準構造図を作成するものとする。 

3） 数量算出 

受注者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うものとする。 

4） 景観検討 

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 

(6) 概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 1211 条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を

算定するものとする。 

(7) 最適案の選定 

受注者は、比較 3 案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等に

ついて得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定

するものとする。 

(8) 施工計画検討 

受注者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を

作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。  
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(9) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 基本条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。  

2） 配置計画条件及び現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手

順を確認する。        

3） 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。 

(10)総合検討 

受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ施設設計について総合的な検討を行い、詳

細設計において解決すべき課題、留意事項について整理する。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/500～1/1,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/100～1/200，横 1/500～1/1,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 計画地点周辺の地質文献資料 

2） 施設計画地点付近のボーリング調査資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 照査 

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1108 条照査技術者及び照査の実施

に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。

1） 基本条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。  

2） 配置計画条件及び現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手

順を確認する。        

3） 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 

4） 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。 

(10)総合検討 

受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ施設設計について総合的な検討を行い、詳

細設計において解決すべき課題、留意事項について整理する。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1） 当該流域に関する砂防調査資料 

2） 砂防施設配置計画検討資料 

3） 既往施設の計画諸元 

(2) 測量調査資料 

1） 地形図（縮尺 1/500～1/1,000） 

2） 縦断図（縮尺縦 1/100～1/200，横 1/500～1/1,000） 

3） 横断図（縮尺 1/100～1/200） 

(3) 地質調査資料 

1） 計画地点周辺の地質文献資料 

2） 施設計画地点付近のボーリング調査資料 

(4) その他資料 

1） 自然環境調査資料 

2） 社会環境調査資料  
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第 7節 成果品 

第 3319 条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条に従うものとする。 

(1) 砂防えん堤及び床固工の設計 

1） 予備設計の成果品       

表 3.3.1 成果品一覧 

設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

報告書    

基本事項検討 (1)基本事項の検討   

 
配置設計 

(1)位置の検討 
(2)規模の検討 
(3)形式の検討 

  

施設設計検討 
(1)設計計算書 
(2)施設構造検討 
(3)基礎工検討 

 
 

 

施工計画概要書 (1) 施工法の検討   

概算工事費 
(1)概算数量 
(2)概算工事費 

  

総合検討 
(1)課題整理 
(2)今後の調査事項 

  

基本図面 

位置図 1:2,500～1:50,000  

平面図 1:500～1:1,000  

縦断図 Ｈ=1:200～1:1,000 
V=1:100～1:200 

 

構造図 1:100～1:500  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7節 成果品 

第 3319 条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条に従うものとする。 

(1) 砂防堰堤及び床固工の設計 

1） 予備設計の成果品       

表 3.3.1 成果品一覧 

設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

報告書    

基本事項検討 (1)基本事項の検討   

 
配置設計 

(1)位置の検討 
(2)規模の検討 
(3)形式の検討 

  

施設設計検討 
(1)設計計算書 
(2)施設構造検討 
(3)基礎工検討 

 
 

 

施工計画概要書 (1) 施工法の検討   

概算工事費 
(1)概算数量 
(2)概算工事費 

  

総合検討 
(1)課題整理 
(2)今後の調査事項 

  

基本図面 

位置図 1:2,500～1:50,000  

平面図 1:500～1:1,000  

縦断図 Ｈ=1:200～1:1,000 
V=1:100～1:200 

 

構造図 1:100～1:500  
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第 5203 条 単路部交通量調査 

1． 業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量特性を得ることを目的とする。 

2． 業務内容 

単路部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条

業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、主旨に合致した調査

が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査時の周辺状況への影響を確認し、適切な調

査位置、調査時期（調査日・時間）の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を

作成し、監督員に提出するものとする。 

(3) 交通量調査 

受注者は、監督員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、方向別交通量を

人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計測は監督員の指示によるものとする。

また、車種分類、自転車歩行者については「全国道路交通調査実施要綱一般交通量調査（調査

編）」（国土交通省）に準ずるものとする。 

(4) 集計整理 

受注者は、観測した交通量を時間別、方向別および車種別に集計整理するものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5203 条 単路部交通量調査 

1． 業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量特性を得ることを目的とする。 

2． 業務内容 

単路部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条

業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、主旨に合致した調査

が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査時の周辺状況への影響を確認し、適切な調

査位置、調査時期（調査日・時間）の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を

作成し、監督員に提出するものとする。 

(3) 交通量調査 

受注者は、監督員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、方向別交通量を

人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計測は監督員の指示によるものとする。

また、車種分類、自転車歩行者については「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）

一般交通量調査実施要領 交通調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。 

(4) 集計整理 

受注者は、観測した交通量を時間別、方向別および車種別に集計整理するものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。 
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第 5408 条 道路詳細設計 

1． 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中心線位置、用地幅杭位

置に基づき、第 1206 条設計業務の内容第 5 項に示す業務を行い、工事に必要な詳細構造を経済的

かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。なお、予備設計

で確定すべき要件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に示された

設計を行うものとする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条

業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査では、予備設計

で計画されている構造物等の位置、交差または付替道路、用排水系統等について確認するととも

に、当該設計箇所における地形、地質、地物、植生、土地利用状況等についても確認を行うものと

する。 

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、平面設計について、実測平面図を用い道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計により

決定された線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。縦断設計は、実測縦断図

を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、型式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を決定し、

20ｍ毎の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行うものとする。 

(4) 横断設計 

受注者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線を想定し、法面勾配と構造を決定

し、道路横断の詳細構造を設計するものとする。 

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落石防護工等をい

う。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅 2ｍ超かつ延長 100ｍ超）､地

下道、取付道路（幅 3ｍ超かつ延長 30ｍ超）側道、階段工（高さ 3ｍ以上）等については、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造物は、設計図書

に基づき第 5424 条一般構造物詳細設計に準ずるものとする 

(6) 小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から設計でき

るもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ 2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保

護工、小型用排水路（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅 3ｍ以

下または延長 30ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ未満）等を設計するものとする。なお、必要に応じ展開

図を作成するものとする。 

(7) 仮設構造物設計 

受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作成す

るものとする。  
 

 

 

 

 

第 5408 条 道路詳細設計 

1． 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中心線位置、用地幅杭位

置に基づき、第 1206 条設計業務の内容第 5 項に示す業務を行い、工事に必要な詳細構造を経済的

かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。なお、予備設計

で確定すべき要件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に示された

設計を行うものとする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条

業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査では、予備設計

で計画されている構造物等の位置、交差または付替道路、用排水系統等について確認するととも

に、当該設計箇所における地形、地質、地物、植生、土地利用状況等についても確認を行うものと

する。 

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、平面設計について、実測平面図を用い道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計により

決定された線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。縦断設計は、実測縦断図

を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、型式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を決定し、

20ｍ毎の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行うものとする。 

(4) 横断設計 

受注者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線を想定し、法面勾配と構造を決定

し、道路横断の詳細構造を設計するものとする。 

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落石防護工等をい

う。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅 2ｍ超かつ延長 100ｍ超）､地

下道、取付道路（幅 3ｍ超かつ延長 30ｍ超）側道、階段工（高さ 3ｍ以上）等については、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造物は、設計図書

に基づき第 5424 条一般構造物詳細設計に準ずるものとする 

(6) 小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から設計でき

るもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ 2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保

護工、小型用排水路（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅 3ｍ以

下または延長 30ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ未満）等を設計するものとする。なお、必要に応じ展開

図を作成するものとする。 

(7) 仮設構造物設計 

受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作成す

るものとする。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧（平成２４年度） 新（平成２６年度） 摘 要 

(8) 用排水設計 

受注者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系統の計画、流量計算、用排水構

造物の形状等について設計を行い排水系統図を作成する。特に現地における既設の関連用排水

現況、将来計画との整合を考慮して設計を行う｡使用する用排水構造物は｢標準設計図集｣を参照

する。用排水系統図には、自然流下の用排水路については流水方向と施工高さを記入するものと

する。 

(9) 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき経済的かつ合理的に工事の費用を予定するために必要な施工計

画を行うものとする。 

(10)設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。なお、工事発注に際して留意すべき設計条件

等は図面に記載するものとする。 

 1） 路線図 

 市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記入するものとする。

 2） 平面図 

 実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、トンネル等の主要構造物等、計画し

た全ての構造物を記入するものとする。 

 3） 縦断図 

 実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき 20m 毎の測点、主要点及び地形の変化点等

の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び道路横断構造物を記入するものと

する。 

 4） 標準横断図 

 切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、幅員構

成、舗装構成、法面保護工、道路付帯構造物小構造物等の必要事項を記入するものとする。 

 5） 横断図 

 実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量および法長等

必要な事項を記入する。 

 6） 土積図 

 上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。 

 7） 詳細図 

 標準設計図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した詳細図を

作成するものとする。 

(11)数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するもの

とする。 

(12)照査 

照査技術者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として

照査を行い、管理技術者に提出するものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 用排水設計 

受注者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系統の計画、流量計算、用排水構

造物の形状等について設計を行い排水系統図を作成する。特に現地における既設の関連用排水

現況、将来計画との整合を考慮して設計を行う｡使用する用排水構造物は｢標準設計図集｣を参照

する。用排水系統図には、自然流下の用排水路については流水方向と施工高さを記入するものと

する。 

  (9) 舗装工設計 

      受注者は、設計図書に示される交通条件をもとに、基盤条件、環境条件、走行性、維持管理、

経済性（ライフサイクルコスト）等を考慮し、舗装(アスファルト舗装／コンクリート舗装等)の比較検

討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計するものとする。 

(10) 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき経済的かつ合理的に工事の費用を予定するために必要な施工計

画を行うものとする。 

(11)設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。なお、工事発注に際して留意すべき設計条件

等は図面に記載するものとする。 

 1） 路線図 

 市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記入するものとする。

 2） 平面図 

 実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、トンネル等の主要構造物等、計画し

た全ての構造物を記入するものとする。 

 3） 縦断図 

 実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき 20m 毎の測点、主要点及び地形の変化点等

の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び道路横断構造物を記入するものと

する。 

 4） 標準横断図 

 切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、幅員構

成、舗装構成、法面保護工、道路付帯構造物小構造物等の必要事項を記入するものとする。 

 5） 横断図 

 実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量および法長等

必要な事項を記入する。 

 6） 土積図 

 上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。 

 7） 詳細図 

 標準設計図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した詳細図を

作成するものとする。 

(12)数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するもの

とする。 

(13)照査 

照査技術者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として

照査を行い、管理技術者に提出するものとする。  
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1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その

内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについ

ては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、

地質、土地利用、周辺整備、支障物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認

を行う。 

 3） 「詳細設計照査要領」（旧建設省・平成 11 年 3 月）に基づき、詳細設計に必要な設計細部条件

の検討・整理結果及び主要計画図について照査を行う。 

 4） 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする

なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。 

 1） 計画の概要 

 2） 各種検討の経緯とその結果 

 3） 設計計算書（排水計算、設計計算等） 

 4） その他必要事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 道路予備設計(Ｂ)成果一式 

(2) 道路予備修正設計(Ｂ)成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

(5) 関連構造物設計成果一式（橋梁、トンネル等）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、そ

の内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などにつ

いては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、

地質、土地利用、周辺整備、支障物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認を

行う。 

 3） 「詳細設計照査要領」（旧建設省・平成 11 年 3 月）に基づき、詳細設計に必要な設計細部条件の

検討・整理結果及び主要計画図について照査を行う。 

 4） 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(14)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする

なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。 

 1） 計画の概要 

 2） 各種検討の経緯とその結果 

 3） 設計計算書（排水計算、設計計算等） 

 4） その他必要事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 道路予備設計(Ｂ)成果一式 

(2) 道路予備修正設計(Ｂ)成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

(5) 関連構造物設計成果一式（橋梁、トンネル等） 
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第８節 成果品 

第 5427 条 成果品 

受注者は、表 5.4.1～表 5.4.6 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果物の提出に従い、納品する

ものとする。  
 

 

 

設計

種別 
設計項目 成 果 品 項 目 縮  尺 摘  要 

道
路
予
備
設
計
（
Ｂ
）及
び 

道
路
予
備
修
正 

平 面 設 計  路 線 図  1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図  1:1000  

縦 断 設 計  
縦 断 図  

V=1:100～1:200 

H=1:1000 

 

横 断 設 計  標準横断図 1:50 または 1:100  

横 断 図  1:100 または 1:200  

構造物設計 一 般 図  1:200～1:500  

用排水設計 

 
用排水系統図 1:1000  

流量計算書 －  

用地幅杭計画 用地幅杭表 －  

概算工事費 数量計算書 － 用地補償の数量

含む 概算工事費 － 

報 告 書  報 告 書  －  

道
路
詳
細
設
計 

平 面 設 計  路 線 図  1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図  1:500 または 1:1000  

縦 断 設 計  

縦 断 図  

V=1:200,H=1:1000 

または 

V=1:100,H=1:500 

地形条件等必要

に応じて縮尺を

変更可 

V=1:100,H=1:10

00 等 

横 断 設 計  標準横断図 1:50 または 1:100  

横 断 図  1:100 または 1:200  

土 積 図  

縦断図 

V=1:400 H=1:2000 

土積図 

H=1:2000 V=1cm を 

10000m3 または 

20000m3 

適宜 

構造物設計 詳 細 図  適宜  

仮設構造物設計 仮設工詳細図 適宜  

用排水設計 用排水系統図 1:500 または 1:1000  

詳 細 図  適宜 特殊形状 

流量計算書 －  

数 量 計 算  数量計算書 －  

報 告 書  報 告 書  －  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 成果品 

第 5427 条 成果品 

受注者は、表 5.4.1～表 5.4.6 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果物の提出に従い、納品する

ものとする。 

  

 

設計

種別 
設計項目 成 果 品 項 目 縮  尺 摘  要 

道
路
予
備
設
計
（Ｂ
）及
び 

道
路
予
備
修
正 

平 面 設 計  路 線 図  1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図  1:1000  

縦 断 設 計  
縦 断 図  

V=1:100～1:200 

H=1:1000 

 

横 断 設 計  標準横断図 1:50 または 1:100  

横 断 図  1:100 または 1:200  

構造物設計 一 般 図  1:200～1:500  

用排水設計 

 
用排水系統図 1:1000  

流量計算書 －  

用地幅杭計画 用地幅杭表 －  

概算工事費 数量計算書 － 用地補償の数量

含む 概算工事費 － 

報 告 書  報 告 書  －  

道
路
詳
細
設
計 

平 面 設 計  路 線 図  1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図  1:500 または 1:1000  

縦 断 設 計  

縦 断 図  

V=1:200,H=1:1000 

または 

V=1:100,H=1:500 

地形条件等必要

に応じて縮尺を

変更可 

V=1:100,H=1:10

00 等 

横 断 設 計  標準横断図 1:50 または 1:100  

横 断 図  1:100 または 1:200  

土 積 図  

縦断図 

V=1:400 H=1:2000 

土積図 

H=1:2000 V=1cm を 

10000m3 または 

20000m3 

適宜 

構造物設計 詳 細 図  適宜  

仮設構造物設計 仮設工詳細図 適宜  

用排水設計 用排水系統図 1:500 または 1:1000  

詳 細 図  適宜 特殊形状 

流量計算書 － 
 

 

舗装工設計 舗装工詳細図 適宜  

数 量 計 算  数量計算書 －  

報 告 書  報 告 書  －  
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第 5704 条 山岳トンネル詳細設計  
 

 

2． 業務内容  
 

(9) 舗装工設計 

受注者は、設計図書に示される交通量をもとに、排水性、照明効果、走行性、維持管理等を考

慮し、トンネル内舗装の比較検討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5704 条 山岳トンネル詳細設計 

  

2． 業務内容 

  

(9) 舗装工設計 

受注者は、設計図書に示される交通量をもとに、排水性、照明効果、走行性、維持管理、経済性

(ライフサイクルコスト)等を考慮し、トンネル内舗装(アスファルト舗装／コンクリート舗装等)の比較検

討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計するものとする。 
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第９章 道路施設点検 
 

第１節 道路施設点検の種類 

第5901条 道路施設点検の種類  

道路施設点検の種類は以下のとおりとする。 

（１） 道路防災カルテ点検   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 道路施設点検 
 

第１節 道路施設点検の種類 

第5901条 道路施設点検の種類  

道路施設点検の種類は以下のとおりとする。 

（１） 道路防災カルテ点検  

（２） 橋梁定期点検 
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第３節 橋梁定期点検 

橋梁定期点検は、「橋梁定期点検要領(案)」（以下「定期点検要領」という。）及び「橋梁における第三

者被害予防措置要領(案)」（以下「第三者要領」という。）に基づき実施する定期点検に適用する。 

 

第5903条 橋梁定期点検 

 １．業務目的 

   橋梁定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に

係る維持管理を効率的に行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

２．業務内容 

   橋梁定期点検の業務内容は下記のとおりとする。 

  (1)計画準備 

   １）業務計画書 

     受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条

業務計画書第2項及び次に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。

     ①安全管理計画 

   ２）実施計画書 

     受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をしたうえで実施計画書を橋

梁毎に作成し、監督員に提出するものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする。 

     ①業務内容           ⑦仮設備計画 

     ②対象橋梁位置図       ⑧使用建設機械 

     ③現地踏査の調査記録    ⑨安全管理計画(交通規制含む) 

     ④業務実施方針        ⑩環境対策 

     ⑤実施体制           ⑪連絡体制（緊急時含む） 

     ⑥実施工程表 

    実施体制については、橋梁点検員・点検補助員等からなる適切な点検作業班を編成するものとす

る。 

   ３）部材番号図等の整備 

     受注者は、関連資料の収集及び点検時に必要となる部材番号図等の作成及び修正を行うものと

する。 

  （２）現地踏査 

   １）現地踏査の内容 

      受注者は、橋梁定期点検に先立ち点検対象橋梁における、橋梁の損傷(劣化等)程度を把握

するほか、現地の交通状況、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録する

ものとする。なお、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により点検時に接近が困難な

ことなどが予想される場合や、橋梁の状況（排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まり等）により点検

作業等に支障がある場合には、監督員と協議するものとする。 

   ２）緊急対応が必要な場合の報告 

      受注者は、現地踏査時に緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合は、直ちに監督

員に報告するものとする。 

  （３）橋梁点検員 

     受注者は、業務の実施にあたって橋梁点検員を定め監督員に提出するものとする。なお、橋梁

点検員は、橋梁に関して十分な知識と実務経験などを有するものとする。  
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（４）定期点検 

     受注者は、次の項目について点検及び資料の作成を行うものとする。 

   １）近接目視点検 

     点検は近接目視を原則とし、必要に応じて橋梁点検車又はリフト車等の近接手段を用いて点検

を行うものとする。また、必要に応じて機械・器具を用いる場合は、それらの機器及び使用範囲等

について監督員と協議するものとする。 

   ２）損傷程度の評価 

     点検対象橋梁について、定期点検要領に基づき、損傷程度の評価を行う。 

   ３）定期点検結果の記録 

     定期点検結果をもとに、定期点検要領に定める点検調書を作成するものとする。 

   ４）緊急対応が必要な場合の報告 

     点検時に緊急対応が必要と判断される損傷を発見した場合は、直ちに監督員に報告するものと

する。 

 

  （５）第三者被害予防措置 

    受注者は、次の項目について点検・措置及び資料の作成を行うものとする。 

    １）打音検査及び第三者被害予防措置 

      打音検査は所定の点検ハンマでコンクリート表面を叩いてその打音から損傷の有無を推定する

打音検査で、濁音が認められた箇所には、チョークでマーキングを行う。また、マーキングされたう

き・剥離箇所に対して、所定の石刃ハンマでできる限り、その部分のコンクリートを叩き落とすもの

とする。なお、うき、はく離の範囲が広い場合やPC桁等叩き落とすことによって構造の安全性が損

なわれるおそれのある場合は、監督員と協議するものとする。 

    ２）遠望目視及び非破壊検査 

      1次スクリーニングで「遠望目視及び非破壊検査(赤外線サーモグラフィー法)」を採用する場合

は、監督員と協議するものとする。 

    ３）第三者被害予防措置結果の記録 

      第三者被害予防措置結果をもとに、第三者要領に定める点検調書を作成するものとする。 

    ４）その他 

      予防措置時に緊急対応が必要と判断される損傷が発見された場合は、直ちに監督員に報告す

るものとする。 

  （６）関係機関との協議資料作成 

     受注者は、関係機関との協議用資料・説明用資料を作成するものとする。 

  （７）報告書作成 

     受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、橋梁定期点検結果等においては定期点検・カルテ入力システムに入力す

ることにより、データ作成を行うものとする。  
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第３節 成果品  

第5903条  

受注者は、次の各号について成果品を作成し、第1117条成果物の提出に従い、納品するものと

する。  

（１）道路防災カルテ点検  

点検実施結果を反映させた防災カルテ及び特記仕様書によるものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 成果品 

第5904条 成果品 

受注者は、次の各号について成果品を作成し、第1117条成果物の提出に従い、納品するものとす

る。  

（１）道路防災カルテ点検  

点検実施結果を反映させた防災カルテ及び特記仕様書によるものとする。 

  （２）橋梁定期点検 

    定期点検及び第三者被害予防措置における点検調書及び特記仕様書によるものとする。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


